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序

ス
ペ
イ
ン
新
憲
法
に
見
る
家
族
関
係
条
項
と
婚
姻
法
改
正

－
教
会
婚
の
現
代
的
意
義
を
中
心
と
し
て
ー

　
ス
ペ
イ
ン
で
は
一
九
七
八
年
二
一
月
二
九
日
に
新
憲
法
が
発
効

し
た
。
こ
の
新
憲
法
は
フ
ラ
ン
コ
没
後
の
民
主
化
政
策
の
一
環
と

し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
国
情
を
反
映
し
た
い
く
つ
か
の
顕
著

な
特
色
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
と
に
家
族
の
法
に
関
連
し
た
部
分

で
は
、
家
族
に
対
す
る
国
の
態
度
が
基
本
的
に
変
化
し
て
い
る
様

子
が
見
う
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
憲
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

三
年
後
の
一
九
八
一
年
に
は
、
民
法
典
の
中
の
婚
姻
に
関
す
る
都

分
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
ス
ペ
イ
ン
で
は

法
偉
上
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
離
婚
が
可
能
に
な
る
等
、
特
記
す
べ

き
事
柄
を
多
く
含
ん
だ
法
改
正
で
あ
っ
た
。

奥
　
　
山

恭
　
　
子

　
と
こ
ろ
で
ス
ペ
イ
ン
は
歴
史
的
に
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
国
で
あ
り
、

敬
慶
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
多
い
国
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
。
し
か
も
古
く
は
婚
姻
に
関
す
る
事
柄
は
す
べ
て
教
会
の

支
配
下
に
あ
り
、
こ
れ
が
徐
々
に
国
家
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
は
い
え
、
現
在
で
も
な
お
、
国
家
と
教
会
と
の
関
係

は
、
婚
姻
法
を
理
解
す
る
う
え
で
、
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
ロ
ー
マ
教
皇
と
ス
ペ
イ
ン
政
府
間
で
取
り
決
め
た
条

約
（
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
）
が
介
在
す
る
た
め
、
事
情
は
さ
ら
に
複

薙
で
あ
る
。
憲
法
改
正
を
受
け
て
そ
の
翌
年
の
一
九
七
九
年
に
は
、

こ
の
条
約
も
改
正
さ
れ
て
お
り
、
民
法
の
改
正
草
案
作
り
に
際
し

て
は
、
新
憲
法
と
も
ど
も
、
こ
の
新
条
約
も
大
き
な
影
響
カ
を
与

え
て
い
る
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
婚
姻
法
の
検
討
は
、
こ
れ
ら
一
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連
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
げ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
Φ

　
か
く
し
て
本
稿
の
趣
旨
は
、
一
九
七
八
年
の
憲
法
改
正
、
そ
れ

を
受
け
た
婚
姻
法
の
改
正
経
過
、
新
婚
姻
法
の
特
色
た
る
民
事
婚

主
義
と
離
婚
法
の
設
置
等
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
ス
ペ
イ
ン

婚
姻
法
を
理
解
し
、
な
お
か
つ
可
能
な
限
り
、
国
民
の
宗
教
観
・

婚
姻
観
と
、
婚
姻
制
度
と
の
相
関
性
を
見
い
出
す
こ
と
に
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
歴
史
的
背
景
を
無
視
し
て
比
較
法
研
究
が
な
し
得
な

い
こ
と
は
、
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
中
で
も

ス
ペ
イ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
従
来
あ
ま
り
多
く
な
か

っ
た
点
を
鑑
み
、
本
題
に
関
連
す
る
隈
り
で
、
ス
ペ
イ
ン
婚
姻
法

の
歴
史
の
流
れ
を
探
る
こ
と
と
す
る
。
け
だ
し
こ
れ
無
く
し
て
は
、

新
婚
姻
法
が
民
事
婚
主
義
を
と
り
、
離
婚
法
を
持
ち
得
た
こ
と
の

意
義
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ス
ベ
イ
ン
婚
姻
法
史
の
概
略

　
ス
ペ
イ
ン
の
婚
姻
法
の
法
源
が
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

と
は
、
今
日
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
教
会
法
で
婚
姻
の
様
式
が
確
立
し
た
の
は
、
ニ
ハ
世
紀
の
ト
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

ン
ト
公
会
議
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
一
九
世
紀
ま
で

は
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
婚
姻
は
教
会
で
の
挙
式
に
よ
り
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

し
、
か
つ
不
解
消
な
も
の
と
す
る
原
則
が
支
配
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
一
九
世
紀
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
の
自
由
主
義
革
命
の
波

を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
一
八
六
九
年
の
憲
法
で
は
、
国
家
と
教
会

の
分
離
が
唱
え
ら
れ
、
カ
ト
リ
ツ
ク
教
以
外
の
い
か
な
る
宗
教
を

信
奉
す
る
も
自
由
（
一
八
六
九
年
憲
法
三
四
条
）
と
さ
れ
、
そ
の

翌
年
の
婚
姻
に
関
す
る
法
偉
で
は
、
出
生
・
婚
姻
・
死
亡
の
際
に

は
、
必
ら
ず
民
事
登
録
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
同
法
第
三
七

条
）
と
し
て
、
婚
姻
に
関
す
る
事
柄
か
ら
教
会
の
支
酎
力
を
完
全

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

に
奪
う
形
を
採
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
自
由
圭
義
思
想
も
、
国
民

の
大
多
数
を
占
め
る
カ
ト
リ
ツ
ク
教
徒
の
反
発
に
は
抗
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
五
年
後
の
一
八
七
五
年
に
は
、
教
会
の
司
祭
の
面
前

で
の
婚
姻
は
、
す
べ
て
艮
事
上
の
効
カ
を
生
ず
る
と
改
変
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
以
外
の
者
に
は
、
一
八
七
〇
年
の
、

民
事
登
録
を
経
る
婚
姻
を
存
置
し
て
お
い
た
の
で
、
教
会
婚
と
民

事
婚
の
双
方
が
、
国
家
の
認
め
る
有
効
な
婚
姻
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
つ
い
で
一
八
八
九
年
に
は
民
法
典
が
編
纂
さ
れ
、
そ
こ
で

も
教
会
婚
と
民
法
上
の
婚
姻
の
、
ど
ち
ら
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
一
九
八
一
年
改
正
以
前
に
も
、
ス
ベ
イ
ン
婚
姻
法
の

歴
史
の
中
で
、
た
だ
一
度
離
婚
を
認
め
た
時
期
が
あ
っ
た
（
一
九

研
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二
二
年
法
）
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
急
進
的
革
命
政
権
に
よ
る
共
和

制
樹
立
の
産
物
で
、
わ
ず
か
六
年
間
の
の
ち
、
共
和
制
が
崩
れ
る

と
と
も
に
離
婚
法
も
消
滅
し
、
そ
の
後
は
、
配
偶
者
の
一
方
が
死

亡
す
る
ま
で
婚
姻
は
解
消
し
得
な
い
と
す
る
、
も
と
の
民
法
典
が

復
活
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、
一
九
五
八
年
に
民
法
典
は

　
　
　
　
　
　
＾
三

大
幅
に
改
正
さ
れ
、
そ
れ
が
一
九
八
一
年
の
改
正
ま
で
の
間
、
部

分
的
修
正
は
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
有
効
性
を
保
持
し
て
き
た

法
典
で
あ
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
改
正
法
と
関
連
す
る
部
分
に

つ
い
て
の
み
、
比
較
し
つ
つ
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
）
　
ニ
ニ
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
の
大
半
を
領
有
し
て
い
た
カ
ス
テ
ィ
リ

　
ア
王
国
が
制
定
し
た
「
七
部
法
典
（
ω
獄
討
弔
彗
弐
皆
蜆
）
」
は
、
中
世

　
ス
ペ
イ
ン
最
大
の
法
典
で
、
一
九
世
紀
の
ラ
テ
ン
ァ
メ
リ
カ
諸
国
で

　
の
民
法
典
編
纂
の
際
に
も
影
響
カ
を
持
っ
た
程
で
あ
る
が
、
そ
の
前

　
文
に
は
、
七
部
法
典
編
纂
に
際
し
て
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
法
源
と
し

　
て
、
「
聖
書
」
、
「
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
お
よ
ぴ
中
世
の
哲

　
学
者
・
神
学
者
の
理
論
」
、
「
伝
統
的
カ
ス
テ
ィ
リ
ァ
法
」
、
「
回
ー
マ

　
法
」
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
が
主
た

　
る
法
源
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

　
で
あ
る
。

（
2
）
　
教
会
婚
姻
法
に
つ
い
て
は
、
久
保
正
幡
．
阿
南
成
一
「
教
会
婚

　
姻
法
」
（
宮
崎
孝
治
郎
編
「
新
此
較
婚
姻
法
皿
」
動
草
書
房
）
八
一

　
九
頁
以
下
。

（
3
）
向
ξ
ξ
幕
・
3
日
暮
ま
昌
。
ま
｝
夏
O
彗
、
轟
竃
ま
．

　
冒
昌
邑
o
蜆
一
や
ω
－
（
H
昌
唱
昌
萱
ω
器
♪
一
8
ナ
冒
邑
、
鼻
）

（
4
）
　
一
八
七
〇
年
の
婚
姻
に
関
す
る
法
に
関
し
て
は
、
■
巨
、
冒
。
、

　
村
－
o
印
田
O
…
同
蜆
片
自
μ
－
O
餉
α
o
∪
巾
H
0
0
巨
O
勺
ユ
く
胆
匝
9
（
同
O
岸
・
O
－
く
ネ
凹
y
一
〇
〇
〇
9

　
昌
邑
H
己
）
中
の
、
里
旨
葛
g
o
ま
討
雰
易
o
畠
皿
｝
。
一
U
。
『
。
o
ぎ

　
ま
司
顯
昌
…
顯
昌
気
一
晶
邑
葭
〇
一
8
忌
畠
N
o
．
、
．
に
、
当
時
の
法
案
作

　
成
経
緯
を
も
含
め
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
野
田
良
之
「
エ
ス
バ
ニ
ア
婚
姻
法
」
（
前
掲
宮
崎
編
「
新
比
較

　
婚
姻
法
n
」
所
収
）
は
、
一
九
五
八
年
改
正
以
前
の
ス
ペ
イ
ン
婚
姻

　
法
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
で
あ
る
。

：
　
憲
法
改
正
に
よ
る
民
法
上
の
論
争
点

　
一
九
七
八
年
憲
法
の
主
な
改
正
点
の
う
ち
、
家
族
の
法
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
、
婚
姻
そ
れ
自
体
と
挙
式

の
形
、
婚
姻
の
解
消
、
夫
婦
の
身
分
お
よ
ぴ
財
産
上
の
関
係
、
親

子
関
係
、
成
人
年
齢
等
で
あ
る
。

　
婚
姻
の
其
本
的
姿
勢
に
つ
い
て
、
「
男
性
お
よ
ぴ
女
性
は
、
法

律
上
完
全
に
平
等
に
、
婚
姻
を
締
結
す
る
権
利
を
有
す
る
」
（
新

憲
法
第
三
三
条
第
一
項
）
と
明
言
し
、
夫
婦
の
法
的
平
等
性
を
初

め
て
示
し
た
こ
と
は
、
従
来
「
夫
権
」
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ

て
き
た
ス
ペ
イ
ン
法
史
上
画
期
的
規
定
と
い
え
る
。
次
い
で
同
条

68
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第
二
項
は
、
「
法
律
は
、
婚
姻
の
形
式
、
年
齢
、
能
カ
、
夫
婦
の

権
利
義
務
、
別
居
・
解
消
の
原
因
と
効
果
を
規
律
す
る
も
の
と

す
。
」
と
し
て
、
婚
姻
の
具
体
的
問
題
点
を
掲
げ
て
、
法
偉
に
委

託
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
成
人
年
齢
に
関
し
て
は

「
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
一
八
歳
を
も
っ
て
成
年
と
す
る
」
（
憲
法
第
一

二
条
）
と
定
め
、
憲
法
公
布
か
ら
七
日
後
の
一
一
月
一
〇
日
の
閣

議
で
、
成
年
年
齢
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
る
民
法
典
お
よ
び
商

法
典
中
の
関
連
条
文
を
修
正
す
る
法
令
を
承
認
す
る
と
い
う
手
続

き
を
と
っ
た
。

…
婚
姻
の
方
式

　
a
　
一
八
八
八
－
一
九
五
七

　
前
記
憲
法
第
三
二
条
第
二
項
が
掲
げ
た
具
体
的
問
題
の
中
で
、

い
わ
ゆ
る
「
婚
姻
の
形
式
」
と
称
す
る
の
が
、
従
来
か
ら
の
民
事

婚
と
教
会
婚
論
争
を
引
き
つ
ぐ
問
題
で
あ
る
。

　
一
九
五
八
年
の
改
正
以
前
の
民
法
で
は
、
「
法
偉
は
二
つ
の
婚

　
、
　
　
、

姻
方
式
を
認
め
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
信
仰
す
る
す
べ
て
の
者
が

締
緒
す
べ
き
教
会
婚
お
よ
び
本
民
法
典
が
定
め
る
方
式
で
挙
式
す

る
民
事
婚
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
た
（
第
四
二
条
）
。
こ
こ
で
使

わ
れ
た
「
方
式
」
（
｛
O
『
昌
里
）
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
づ
て
、
一
つ

の
婚
姻
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
二
通
り
の
方
式
が
あ
な
と
解
さ

れ
る
か
ら
、
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
説
、
「
…
す
べ
き

（
ま
σ
實
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
以
上
、
教
会
婚
が
原
則
で
あ
る

と
す
る
説
、
あ
る
い
は
、
反
対
に
、
「
：
・
す
べ
き
」
は
単
に
モ
ラ

ル
と
し
て
定
め
た
に
す
ぎ
ず
、
法
的
要
件
で
は
な
い
か
ら
、
教
会

婚
で
は
な
く
民
事
婚
が
中
心
で
あ
る
と
す
る
見
解
等
々
、
当
初
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

ら
こ
の
条
文
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ
っ
た
。

．
と
こ
ろ
が
一
九
五
八
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
第
四
二
条
は
次
の

よ
う
に
変
っ
た
。
「
法
は
婚
姻
に
二
つ
の
種
類
（
o
雰
Φ
）
を
認
め

る
。
教
会
〔
婚
〕
お
よ
び
民
事
〔
婚
〕
で
あ
る
。
当
事
者
の
少
く

と
も
一
方
が
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
を
信
仰
す
る
場
合
に
は
、
婚
姻
は
教

会
法
に
も
と
づ
い
て
締
結
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
当
事
者
の
い
ず

れ
も
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
信
仰
し
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合

に
は
、
民
事
婚
が
正
式
な
も
の
と
さ
れ
る
。
」

　
実
は
こ
の
改
正
法
が
完
成
す
る
ま
で
に
は
、
前
述
の
用
語
の
意

味
だ
け
で
は
な
く
、
第
四
二
条
の
存
在
そ
の
も
の
か
ら
発
し
て
、

　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

多
く
の
議
論
が
あ
り
、
そ
の
論
争
を
反
映
し
て
、
一
九
三
八
年
と

一
九
四
一
年
に
は
非
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
つ

い
て
の
法
令
が
出
さ
れ
て
も
い
る
が
、
改
正
作
業
に
最
大
の
影
響

69
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を
与
え
た
の
が
一
九
垂
二
年
の
、
ス
ペ
イ
ン
国
家
と
ロ
ー
マ
法
王

庁
と
の
間
の
政
教
条
約
（
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
）
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
ま
ず
「
ス
ベ
イ
ン
国
家
は
、
教
会
法
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
挙

式
し
た
婚
姻
に
、
完
全
な
民
事
上
の
効
カ
を
認
め
る
。
」
（
第
二
三

条
）
と
し
、
当
事
者
の
う
ち
の
一
人
だ
け
が
信
者
で
あ
ち
場
合
に

つ
い
て
は
、
「
カ
ト
リ
ソ
ク
教
徒
と
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
以
外
の
者

と
の
間
の
婚
姻
の
承
認
に
つ
い
て
、
国
家
は
教
会
法
と
国
家
の
立
．

法
と
の
調
和
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
認
め
る
。
」
（
プ
ロ
ト

コ
ロ
、
第
二
三
条
の
C
）
と
し
た
。
他
方
双
方
と
も
非
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
で
あ
る
場
合
は
、
「
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
以
外
の
者
同
志
の

婚
姻
法
規
を
定
め
る
際
に
は
、
自
然
法
に
反
す
る
婚
姻
障
害
を
定

め
て
は
な
ら
な
い
」
（
プ
ロ
ト
コ
ロ
、
第
二
三
条
の
D
）
と
し
た
。

こ
の
条
約
が
公
表
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
法
学
者
の
中
に
は
、
条
約

の
意
を
汲
ん
だ
四
二
条
に
改
正
す
べ
く
、
改
正
試
案
を
提
出
す
る

　
　
　
　
　
＾
3
〕

も
の
も
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
国
家
側
も
民
法
お
よ
ぴ
民
事
登
録
法
の
改
正
の

動
き
を
見
せ
、
一
九
五
六
年
の
司
法
大
臣
法
令
で
は
、
民
事
登
録

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

規
則
の
改
正
が
な
さ
れ
、
翌
五
七
年
に
は
民
事
登
録
法
が
改
正
さ

＾
5
）

れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
受
け
て
、
一
九
五
八
年
に
民
法
改
正
が
行

な
わ
れ
、
四
二
条
も
前
述
の
文
言
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
b
　
一
九
五
八
（
民
法
改
正
）
－
一
九
七
八

　
五
八
年
の
改
正
に
際
し
て
　
。
公
表
さ
れ
た
、
新
四
二
条
の
立
法
理

由
書
に
は
、
特
に
従
来
の
「
二
つ
の
方
式
」
を
「
二
つ
の
種
類
」

に
変
更
し
た
点
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
昆
法
第
四
二
条
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
婚
姻
の
諸
規
定
中
、
”
婚
姻
の

方
式
。
と
い
う
表
現
を
、
よ
り
専
門
的
な
”
婚
姻
の
種
類
。
に
変

更
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
民
事
婚
を
、
そ
の
秘
蹟
と
し
て
の
本
質

上
性
楕
の
不
明
確
で
あ
る
教
会
婚
と
比
較
す
る
際
の
、
用
語
上
の

混
乱
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
－
・
：
我
が
民
法
典
で
は
、
二

種
類
の
婚
姻
に
共
通
の
規
定
（
第
四
三
条
な
い
し
第
七
四
条
）
、

教
会
婚
に
固
有
の
規
定
（
第
七
五
条
な
い
し
八
二
条
）
お
よ
び
屍

事
婚
に
排
他
的
に
適
用
す
る
規
定
（
第
八
三
条
な
い
し
第
一
〇
七

条
）
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
い
る
。
民
法
典
は
異
な
る
制
度
と
し

て
（
民
事
上
の
効
果
が
共
通
で
あ
る
点
を
除
い
て
）
、
教
会
婚
と

民
事
婚
を
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
」

　
と
こ
ろ
が
五
八
年
民
法
の
四
二
条
も
ま
た
解
釈
上
の
問
題
を
内

在
し
て
い
た
。
ま
ず
「
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
を
信
仰
し
な
い
」
と
い
う

文
言
の
法
的
意
味
付
け
で
あ
る
が
、
単
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
洗

礼
を
受
け
て
い
な
い
者
の
み
を
差
す
の
か
、
幼
児
洗
礼
を
受
け
て

〃
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も
、
婚
姻
締
結
時
に
背
教
、
あ
る
い
は
宗
教
上
の
義
務
に
拘
東
さ

れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場
含
の
扱
い
は
ど
う
な
る
か
が
間
題
と
な

っ
た
。
ま
た
こ
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
信

仰
し
な
い
」
こ
と
の
証
明
方
法
に
つ
い
て
は
、
最
も
議
論
の
分
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
ア
マ
デ
オ
・
デ
・
フ
エ
ン
マ
ジ
ョ
ー
ル

　
　
＾
6
〕

に
よ
れ
ぱ
、
平
均
的
に
認
め
ら
れ
る
線
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
第
四
二
条
に
従
っ
て
民
事
婚
を
な
し
得
る
と
解
さ
れ
て

い
た
。
㈲
双
方
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
配
下
に
な
い
も
の
、
つ
ま

り
厳
格
な
意
味
で
の
無
信
教
者
、
異
教
者
同
志
。
ω
双
方
が
教
会

法
の
形
式
に
拘
束
さ
れ
な
い
教
会
の
配
下
に
あ
る
か
、
ま
た
は
一

方
が
そ
う
で
あ
り
、
他
方
が
無
信
教
者
で
あ
る
場
合
。
㈲
い
く
分

か
は
教
会
法
の
形
式
の
要
請
を
受
け
る
カ
ト
リ
ソ
ク
教
会
の
配
下

に
あ
る
者
ど
う
し
、
ま
た
そ
う
し
た
者
が
、
前
の
㈲
お
よ
ぴ
㈲
の

者
と
婚
姻
す
る
場
合
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
四
二
条
は
、
八
一
年
の
改
正
ま
で
そ
の
ま
ま
存

置
さ
れ
、
有
効
な
法
規
で
あ
っ
た
訳
だ
が
、
そ
の
間
解
釈
学
的
に

は
、
特
に
信
教
の
自
由
と
の
関
連
で
、
変
遷
を
重
ね
て
き
た
。

　
七
八
年
の
憲
法
改
正
以
前
に
も
、
民
事
登
録
や
公
証
に
関
す
る

法
規
、
法
令
等
の
改
正
が
あ
り
、
世
情
の
変
化
に
対
応
す
る
国
家

の
立
場
が
漸
進
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
様
子
が
伺
わ
れ
る
が
、
そ

の
流
れ
の
一
つ
と
し
て
、
一
九
七
七
年
二
一
月
の
法
令
で
は
、
民

事
登
録
法
の
大
幅
な
改
正
が
な
さ
れ
、
そ
の
第
二
四
五
条
に
は
・
、

「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
な
い
こ
と
の
証
明
は
、
〔
登
録
〕
官
吏
の
面

前
で
、
当
事
者
が
明
白
に
宣
言
す
る
こ
と
で
な
し
う
る
。
」
と
定

め
た
。
従
来
こ
の
条
文
は
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
で
な
い
こ
と
の
証

明
も
し
く
は
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

バ
ロ
コ
（
主
任
司
祭
）
と
の
面
談
を
必
要
要
件
と
し
て
い
た
が
、

こ
の
改
正
で
、
手
統
き
は
簡
便
に
な
り
、
か
つ
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒

で
は
な
い
と
言
明
す
る
際
の
、
宗
教
的
璽
圧
か
ら
も
解
放
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
改
正
の
立
法
理
由
書
に
は
、
「
信
教
の
自

由
に
関
す
る
法
」
（
一
九
六
七
年
）
の
規
定
を
厳
椿
に
解
す
べ
き

こ
と
や
、
社
会
の
現
実
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
の
改
正
で
あ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
C
　
一
九
七
八
（
憲
法
改
正
）
－

　
ス
ペ
イ
ン
婚
姻
法
の
流
れ
に
大
き
な
石
を
投
じ
た
の
は
、
や
は

り
憲
法
上
の
「
信
教
の
自
由
」
条
項
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
〕

　
一
九
七
八
年
一
一
月
の
新
憲
法
の
第
ニ
ハ
条
第
三
項
は
「
い
か

な
る
信
教
も
国
家
的
性
格
を
帯
ぴ
る
こ
と
は
な
い
。
」
（
前
段
）
と

定
め
、
さ
ら
に
同
条
第
一
項
に
は
「
個
人
お
よ
ぴ
団
体
の
、
思

η
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想
・
宗
教
お
よ
ぴ
文
化
の
自
由
は
保
障
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の

表
現
に
際
し
て
は
、
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
公
共
の
秩
序
の
維

持
に
必
要
な
制
限
の
み
を
受
け
る
L
と
あ
り
、
さ
ら
に
思
想
．
宗

教
の
自
由
の
論
理
的
結
果
と
し
て
、
続
い
て
第
二
項
に
「
な
に
人

も
、
恩
想
・
宗
教
も
し
く
は
信
条
を
表
明
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
規
定
し
た
。

　
こ
の
憲
法
理
論
に
よ
っ
て
、
婚
姻
に
関
す
る
規
定
が
一
定
の
宗

教
に
基
づ
く
こ
と
を
強
要
し
た
り
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
宗
教
に

関
連
し
た
宜
言
を
強
制
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
民

事
婚
の
際
に
カ
ト
リ
ツ
ク
に
属
さ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
も

な
い
こ
と
と
．
な
っ
た
。

　
他
方
憲
法
は
、
大
多
数
の
ス
ペ
イ
ン
人
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
徒

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
教
婚
姻
が
法
的
効
カ
を
持
つ
可
能
性
を
推

定
し
う
る
だ
け
の
規
定
を
も
置
い
た
。
「
公
権
カ
は
ス
ベ
イ
ン
社

会
の
宗
教
的
信
条
を
考
慮
し
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会
お
よ
び
そ
の
他

の
宗
教
と
の
協
カ
関
係
を
維
持
す
る
も
の
と
す
」
（
第
一
六
条
第

三
項
後
段
）
。
要
す
る
に
こ
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
国
民
の
多

く
が
信
奉
す
る
カ
ト
リ
ヅ
ク
の
教
会
婚
の
有
効
性
を
、
法
葎
が
定

め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

　
最
後
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
他
の
宗
教
儀
式
の
民
事
上
の
有

効
性
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
、
憲
法
上
こ

れ
を
反
対
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
る
信
仰
の
も
と
に
集

結
し
た
人
々
に
よ
る
宗
教
団
体
が
存
在
し
て
い
る
状
況
か
ら
見
て
、

そ
の
宗
教
方
式
に
よ
る
婚
姻
の
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

す
る
意
見
が
多
数
を
占
め
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
七
九
年
の
ス
ペ
イ
ン
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

と
ロ
ー
マ
法
王
庁
と
の
決
議
は
、
一
九
五
三
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー

ト
の
一
部
を
廃
止
し
、
新
た
な
協
約
を
作
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

明
ら
か
に
そ
の
前
年
の
改
正
憲
法
の
内
容
を
反
映
し
て
い
る
。
教

会
婚
の
民
事
上
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
そ

の
ま
ま
に
、
国
家
は
教
会
法
の
規
範
に
従
っ
て
挙
行
さ
れ
た
婚
姻

の
民
事
上
の
効
カ
を
認
め
、
そ
の
民
事
効
は
儀
式
の
と
き
か
ら
生

じ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
対
抗
要
件
と
し
て
民
事
登
録
簿
に
登

録
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の
登
録
の
際
に
は
教
会
が
発

行
し
た
証
明
書
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
、
前
述
し
た
よ

う
に
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
の
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
七
九
年
決
議

も
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
。
七
九
年
決
議
は
そ
の
上
に
さ
ら

に
、
よ
り
詳
し
い
形
で
、
登
録
を
効
果
あ
ら
し
め
る
形
を
定
め
た
。

「
教
会
婚
の
挙
式
に
引
き
続
い
て
、
司
祭
は
両
当
事
者
に
対
し
、

民
事
登
録
簿
に
登
録
す
る
た
め
の
必
要
的
書
類
と
と
も
に
、
教
会

閑
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の
証
明
書
を
引
き
渡
す
。
か
つ
い
か
な
る
場
合
で
も
、
婚
姻
の
挙

式
が
行
な
わ
れ
た
教
区
の
パ
ロ
コ
（
主
任
司
祭
）
は
、
五
日
以
内

に
、
教
会
婚
の
記
録
を
担
当
す
る
登
録
の
官
吏
に
、
適
切
な
記
載

を
委
託
す
る
。
但
し
利
害
関
係
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
」
（
議
定
書
、
最
終
文
）
こ
の
規
定
は
民
事
登
録
を
確
保

す
る
た
め
の
二
重
の
措
置
で
あ
る
と
推
定
し
得
る
。
挙
式
の
際
に
、

証
人
を
含
ん
だ
居
合
わ
せ
た
人
々
の
面
前
で
、
司
祭
が
当
事
者
に

教
会
の
証
明
書
を
渡
し
、
（
従
っ
て
夫
婦
は
そ
れ
を
持
っ
て
民
事

登
録
を
な
し
）
さ
ら
に
教
区
の
バ
ロ
コ
に
よ
る
民
事
登
録
吏
へ
の

伝
達
を
義
務
づ
け
る
こ
と
で
、
利
害
関
係
者
が
当
該
婚
姻
の
効
力

を
争
そ
う
場
合
に
、
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
こ
の
決
議
で
は
、
教
会
婚
を
民
事
登
録
簿
に
記
載
し
て
い

な
い
と
か
、
時
期
を
遅
ら
せ
て
登
録
す
る
こ
と
が
起
り
う
る
と
し

て
、
次
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
「
婚
姻
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い

う
ち
に
、
第
三
者
に
よ
っ
て
善
意
で
獲
得
さ
れ
た
権
利
の
保
護
に

つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
国
の
責
任
で
あ
る
。
」
（
決
議
書
、
最

終
文
第
二
段
）
。

　
民
事
登
録
の
効
カ
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
の
最
低
期
限
の

定
め
が
、
五
三
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
に
は
存
在
し
、
挙
式
か
ら

五
日
以
上
経
過
後
に
登
録
し
た
婚
姻
は
、
勿
論
登
録
自
体
は
有
効

で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
合
法
的
に
権
利
を
獲
得
し
た
第
三
者
に
は

対
抗
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
七
九
年
の
決
議
書
で
は
、
こ
の

点
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
教
会
裁
判
所
の
権
限
に
つ
い
て
も
、
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。

過
去
に
お
い
て
は
教
会
の
権
限
は
広
範
に
渉
っ
て
い
た
も
の
が
、

徐
々
に
狭
く
な
り
、
七
九
年
の
決
議
書
で
は
五
三
年
の
コ
ン
コ
ル

ダ
ー
ト
よ
り
さ
ら
に
狭
く
、
「
婚
姻
当
事
者
は
、
教
会
法
の
規
定

に
従
い
、
教
会
裁
判
所
に
対
し
、
無
効
の
宣
言
を
請
求
し
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
〕

は
挙
式
の
み
で
未
履
行
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
司
教
の
決
定
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
第
六
条
の
二
、
第
一
部
）
と
定
め
、
五

三
年
コ
ン
コ
ル
ダ
i
ト
に
比
べ
る
と
、
司
教
の
特
免
（
ω
毛
胃

墨
ざ
）
を
別
に
す
れ
ぱ
、
教
会
裁
判
所
が
扱
う
の
は
無
効
な
教
会

婚
に
つ
い
て
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
な
り
の
減
少
が
見
ら

れ
る
。
さ
ら
に
五
三
年
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
で
は
、
別
屠
に
つ
い
て

も
教
会
裁
判
所
の
特
権
に
属
し
て
い
た
が
、
別
居
お
よ
ぴ
五
三
年

の
段
階
で
は
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
離
婚
に
つ
い
て
の
権
限
は
、

明
ら
－
か
に
国
家
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
重
要
な
改
正
点
の
一
つ
と

い
え
よ
う
。
さ
ら
に
教
会
に
認
め
ら
れ
た
無
効
な
婚
姻
お
よ
ぴ
未

履
行
婚
の
範
囲
で
も
、
教
会
が
出
し
た
解
決
方
法
に
民
事
上
の
効

果
を
認
め
る
た
め
に
、
国
家
は
、
そ
れ
が
国
家
の
立
法
に
適
合
す

閉
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る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
の
司
法
介
入
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る
（
第
六
条
の
二
、
二
部
）
。

　
（
1
）
　
＞
昌
印
匝
o
o
o
o
句
自
o
自
目
｝
｝
o
H
O
∴
向
－
ω
－
黒
o
目
串
冒
串
芽
オ
ロ
o
目
討
－

　
　
向
閉
勺
雪
饒
o
－
　
〔
O
o
昌
δ
目
｛
胆
ユ
O
　
巴
　
＞
『
弐
o
邑
o
　
阜
～
　
0
9
　
0
0
q
揖
O
　
O
－
く
－
〕

　
　
（
向
2
け
ー
射
畠
9
H
8
ざ
宍
邑
H
－
α
．
）

　
（
2
）
　
前
掲
（
1
）
論
文
に
記
載
・
引
用
さ
れ
た
民
法
第
四
二
条
に
関

　
　
す
る
著
薔
、
論
文
は
、
．
こ
く
一
部
を
除
く
と
、
大
半
は
現
在
入
手
が

　
　
困
難
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
そ
の
数
は
二
八
編
に
な
り
、
そ
の
後
に

　
　
出
版
さ
れ
た
も
の
も
少
か
ら
ず
あ
る
こ
と
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
こ

　
　
の
テ
ー
マ
が
婚
姻
法
史
上
い
か
に
重
要
で
あ
り
、
論
争
の
ま
と
で
あ

　
　
っ
た
か
が
如
〃
れ
る
o

　
（
3
）
　
例
え
ぱ
前
掲
（
1
）
に
引
用
の
ガ
ル
シ
ア
・
カ
ン
テ
ー
口

　
（
o
胃
o
旨
o
彗
寄
昌
）
の
試
案
は
、
要
約
す
る
と
、
婚
姻
に
は
二
つ

　
　
の
種
類
（
O
－
鶉
o
）
が
あ
り
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
民
法
典
に
従

　
　
っ
て
な
す
民
事
婚
と
、
そ
の
他
の
も
の
が
ロ
ー
マ
法
王
庁
と
の
政
教

　
条
約
に
も
と
づ
い
て
な
す
教
会
婚
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
五
八
年
法

　
は
こ
れ
に
非
常
に
近
い
形
で
成
立
し
て
い
る
。
（
前
掲
（
1
）
三
四

　
頁
）

（
4
）
里
U
9
曇
o
急
ぎ
註
O
〇
一
．
旨
H
湯
α
－

（
5
）
　
■
2
箒
勾
晶
雲
ε
Ω
き
ま
o
。
ま
旨
邑
o
註
－
ε
N
’

（
6
）
　
前
掲
（
1
）
六
〇
頁

（
7
）
　
一
九
七
八
年
一
一
月
三
目
公
告
。
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
」
昭
和
五

　
四
年
五
月
号
に
邦
訳
あ
り
（
中
川
和
彦
訳
）
。

（
8
）
皇
晶
o
黒
官
自
O
竃
o
重
閉
一
里
b
竃
9
o
ま
霊
昌
昌
ぎ
o
目

　
巨
o
o
冨
幸
葦
昌
向
｛
串
ぎ
厨
（
一
〇
筍
轟
一
く
豊
射
｛
雪
〇
一
色
o
目
雪

　
色
O
o
O
－
軸
O
O
｛
く
自
、
肉
命
く
赤
片
串
O
o
－
閨
　
司
饅
o
目
斥
芭
q
　
o
o
　
U
o
『
o
o
ブ
O
　
創
o

　
峯
o
竺
o
9
－
o
N
旧
I
H
H
中

（
9
）
ぎ
毒
邑
富
ま
－
ま
目
冨
『
o
密
ε
S
雪
募
〇
一
黒
冨
旨

　
黒
寝
ま
一
く
ぎ
ω
彗
ざ
ω
＆
o
ω
o
σ
冨
＞
呂
鼻
畠
旨
ユ
2
8
蜆
．

（
1
0
）
　
教
会
法
の
原
理
で
は
、
挙
式
が
行
な
わ
れ
た
だ
け
の
婚
姻
は

　
「
完
成
さ
れ
て
い
な
い
婚
姻
」
と
称
さ
れ
、
解
消
し
う
る
も
の
で
あ

　
っ
た
。
（
第
一
章
注
（
3
）
七
九
一
員
以
下
）

　
⑭
　
夫
婦
、
親
子
の
関
係

　
新
憲
法
の
改
正
点
は
、
こ
の
他
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
意
義
深
い
論

点
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
比
較
法
的
観
点
か
ら

は
、
夫
婦
の
平
等
性
と
非
嫡
出
子
の
差
別
徹
廃
も
、
注
目
を
引
く

点
で
あ
る
。

　
a
　
夫
婦
の
関
係

　
憲
法
一
四
条
は
「
ス
ペ
イ
ン
人
は
法
の
前
で
は
平
等
で
あ
り
、

出
生
、
人
種
、
性
別
、
宗
教
、
信
条
ま
た
は
そ
の
他
の
個
人
的
も

し
く
は
社
会
的
条
件
あ
る
い
は
状
況
を
理
由
と
す
る
差
別
を
設
け

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
た
。
夫
婦
の
関
係
が
、
性
別
・

か
ら
派
生
す
る
個
人
的
状
況
を
構
成
す
る
差
別
禁
止
条
項
に
含
ま

μ
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れ
得
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
憲
法
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う

に
も
定
め
て
い
る
。
「
男
性
お
よ
ぴ
女
性
は
、
法
律
上
完
金
に
平

等
に
婚
姻
を
締
結
す
る
権
利
を
有
す
る
」
（
同
第
三
二
条
一
項
）
。

夫
婦
の
平
等
が
婚
姻
関
係
の
本
質
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
文

は
、
憲
法
第
一
章
の
市
民
の
権
利
義
務
の
項
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
ス
ベ
イ
ン
法
の
流
れ
の
中
で
は
、
過
去
に
、
あ
ら
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

ス
ペ
イ
ン
人
は
平
等
で
あ
る
旨
唱
っ
た
規
定
は
あ
っ
た
が
、
夫
婦

に
つ
い
て
言
明
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
点
も
見
の
が
し
得
な
い
。

「
あ
ら
ゆ
る
ス
ペ
イ
ン
人
」
の
中
に
夫
婦
の
関
係
が
合
ま
れ
る
こ

と
は
、
論
理
上
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
夫
権
を
中
心
と
し
て
構

成
し
て
き
た
従
来
か
ら
の
理
論
が
優
先
さ
れ
る
背
景
で
の
規
定
で

あ
り
、
今
回
特
に
、
「
夫
婦
」
が
「
完
全
に
」
平
等
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

を
明
記
し
た
こ
と
の
歴
史
的
意
義
も
大
き
い
。

　
b
　
親
子
関
係

　
前
項
と
同
様
、
憲
法
一
四
条
の
「
…
－
出
生
、
人
種
、
性
別
、

宗
教
、
信
条
ま
た
は
そ
の
他
の
個
人
的
も
し
く
は
社
会
的
条
件
あ

る
い
は
状
況
：
…
・
」
に
も
と
づ
く
差
別
禁
止
条
項
が
、
非
嫡
出
子

の
差
別
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
我
国
の
論
争
と
異
な
る
点
と
し
て
、

ス
ペ
イ
ン
で
は
非
嫡
出
子
間
題
が
、
公
的
な
差
別
と
親
の
義
務
と

の
二
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
公
権
カ
と
の
関
係
で
は
、
「
公
権
カ
は
、
同
様
に
、
親
子

関
係
と
は
無
関
係
に
、
ま
た
母
親
が
い
か
な
る
民
事
上
の
地
位
に

あ
っ
て
も
、
子
供
の
完
全
な
保
護
と
法
の
前
で
の
平
等
を
保
障
す

る
。
法
律
は
父
性
の
調
査
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
す
る
。
」

（
憲
法
第
三
九
条
第
二
項
）
。
こ
の
規
定
で
は
、
嫡
出
子
・
非
嫡
出

子
と
い
う
区
別
自
体
が
、
出
生
に
も
と
づ
く
法
に
よ
る
差
別
を
合

む
と
し
て
、
出
生
が
婚
姻
内
で
あ
る
か
、
婚
姻
外
で
あ
る
か
を
、

母
親
の
身
分
上
の
地
位
に
の
み
関
連
付
け
、
子
供
に
は
い
っ
さ
い

関
連
性
が
無
い
と
し
て
い
る
。

　
一
方
父
性
推
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
が
憲
法
上
宣
言
さ

れ
た
の
み
で
、
要
件
、
期
限
等
の
規
定
は
法
偉
に
託
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
子
に
対
す
る
両
親
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
同
じ
条
文
に
、

「
両
親
は
、
婚
姻
に
よ
る
子
、
ま
た
は
婚
姻
外
の
子
に
対
し
、
未
成

年
の
間
お
よ
ぴ
法
的
に
根
拠
の
あ
る
そ
の
他
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る

援
助
を
提
供
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
（
憲
法
第
三
九
条
三
項
）

と
あ
る
。
前
項
の
親
子
関
係
の
い
が
ん
を
問
わ
ず
に
保
謹
す
る
趣

旨
と
同
じ
く
、
婚
姻
内
出
生
と
婚
姻
外
出
生
と
を
問
わ
ず
に
平
等

に
保
護
さ
れ
る
べ
き
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

”
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な
お
こ
の
規
定
は
、
草
案
の
段
階
で
は
、
「
扶
養
、
し
つ
け
、

教
育
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
援
助
」
と
記
さ
れ
て
い

た
が
、
上
院
、
下
院
合
同
委
員
会
で
の
審
議
の
際
、
具
体
的
記
述

を
避
け
、
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
法
偉
に
委
託
す
る
形
を
と
っ

＾
3
〕

た
。　

さ
ら
に
そ
の
他
、
憲
法
上
親
の
子
に
対
す
る
義
務
を
保
障
す
る

規
定
と
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
者
の
教
育
を
受
け
る
権
利
」
（
二
七
条

一
項
）
を
保
障
し
、
さ
ら
に
「
公
権
カ
は
、
各
自
の
信
仰
に
従
っ

て
、
そ
の
子
が
宗
教
上
お
よ
ぴ
遣
徳
上
の
教
育
を
受
け
る
よ
う
、

親
を
助
け
る
権
利
を
保
障
す
る
」
（
二
七
条
三
項
）
と
す
る
。
ま

た
「
教
員
、
両
親
お
よ
ぴ
場
合
に
よ
っ
て
は
生
徒
は
、
法
偉
の
定

め
る
条
件
で
、
公
共
資
金
に
よ
っ
て
、
政
府
の
維
持
す
る
施
設
の
、

支
配
お
よ
ぴ
管
理
に
介
入
す
る
」
（
二
七
条
七
項
）
権
利
に
認
め

て
い
る
。

　
さ
ら
に
特
記
す
べ
き
は
、
児
童
の
保
護
に
関
す
る
規
定
が
、
憲

法
上
初
め
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
児
童
は
、
そ
の
権
利

に
関
す
る
国
際
協
定
に
予
定
さ
れ
る
保
護
を
享
受
す
る
も
の
と
す

る
」
（
三
九
条
四
項
）
と
。

　
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、
国
民
の
基
本
的
権
利
の
項
に
、
保
護

さ
れ
る
べ
き
基
本
的
権
利
と
し
て
、
思
想
お
よ
び
意
見
の
発
表
や

普
及
、
文
学
・
芸
術
・
学
術
等
の
創
造
や
製
作
、
犬
学
で
の
講
議
、

真
実
の
情
報
の
通
信
あ
る
い
は
授
受
等
々
の
自
由
を
列
挙
し
（
二

〇
条
一
項
）
、
そ
の
後
こ
の
自
由
を
制
隈
す
る
も
の
と
し
て
、
「
名

誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
権
お
よ
び
青
少
年
・
児
童
の
保
護
の

権
利
」
（
二
〇
条
四
項
）
を
提
示
し
て
い
る
が
、
憲
法
上
新
た
に

青
少
年
・
児
童
の
保
護
規
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
子
の
健
全
な

成
長
を
保
障
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
国
家
に
よ
る

「
家
族
」
の
保
護
の
一
現
象
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

　
（
1
）
　
司
罵
昌
8
－
畠
同
唱
邑
o
－
鶉
（
芭
・
け
さ
）

　
（
2
）
　
旧
法
時
の
夫
権
に
つ
い
て
は
、
前
掲
野
田
「
エ
ス
パ
ニ
ァ
婚
姻

　
　
法
」
三
二
頁
以
下
に
詳
紬
な
研
究
あ
り
。

　
（
3
）
冒
晶
o
向
量
ヨ
o
唱
．
o
岸
．
ら
顯
。
・
．
N
箪

三
　
新
婚
姻
法

　
以
上
見
た
よ
う
に
、
憲
法
が
具
体
的
政
策
決
定
を
法
偉
に
委
ね

た
部
分
は
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
家
族
に
対
す
る
国
家
の
基
本

的
姿
勢
の
変
化
を
も
受
け
て
、
政
府
は
婚
姻
法
改
正
に
着
手
し
、

一
九
八
一
年
七
月
七
日
、
婚
姻
法
改
正
法
（
正
式
に
は
「
民
法
典

中
婚
姻
に
関
す
る
規
定
を
改
正
し
、
婚
姻
の
無
効
、
別
居
お
よ
ぴ

離
婚
事
件
に
お
い
て
守
ら
れ
る
べ
き
手
続
き
を
定
め
る
法
」
）
が

閉
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＾
1
）

成
立
し
た
。
以
下
こ
の
改
正
法
を
新
婚
姻
法
と
称
す
る
。
本
稿
で

は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
前
節
ま
で
に
関
連
す
る
隈
り
で
、
各
改

正
点
を
検
討
す
る
。

　
ω
　
婚
姻
の
形
式

　
政
府
が
提
出
し
た
法
案
に
は
、
そ
の
前
書
き
に
も
書
い
て
あ
る

よ
う
に
、
一
方
に
は
憲
法
、
ま
た
他
方
に
は
法
王
庁
と
の
協
議
が

あ
り
、
両
者
の
兼
ね
合
い
へ
の
苦
慮
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。

旧
法
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
婚
姻
を
外
面
的
様
式
で
、
婚
姻
の
形

の
概
念
と
捉
え
る
こ
と
を
や
め
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
差
別
を

避
け
（
法
案
の
立
法
理
由
よ
り
）
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

　
第
四
九
条
　
ス
ペ
イ
ン
人
は
何
ぴ
と
た
る
と
を
問
わ
ず
、
ス
ペ

　
　
イ
ン
の
国
内
も
し
く
は
国
外
で
、
婚
姻
を
締
結
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。

　
　
一
、
裁
判
官
ま
た
は
本
法
典
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
官
吏
の
前

　
　
で
、

　
　
二
、
法
偉
上
認
め
ら
れ
た
宗
教
上
の
方
式
で
、

　
　
　
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
ス
ペ
イ
ン
国
外
で
は
、
挙
式
の
地
の
法

　
　
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
い
婚
姻
す
る
こ
と
も
で
き

　
　
る
。

　
理
菌
書
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
条
文
が
あ
る
こ
と
で
、
婚
姻
の
問
魑

を
完
全
に
国
家
の
権
眼
に
移
し
、
さ
ら
に
国
家
の
非
宗
教
性
を
保

証
し
、
宗
教
的
理
由
に
も
と
づ
く
差
別
を
な
く
す
と
い
う
憲
法
理

論
に
も
合
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

こ
の
条
文
は
、
ま
だ
あ
る
種
の
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会
婚
が
ス
ペ
イ
ン
の
社
会
で
維
持
し
、

作
用
し
て
き
た
伝
統
の
重
さ
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
他
方
で
は
、
憲
法
改
正
か
ら
二
力
月
と
経
た
ぬ
う
ち

に
行
な
わ
れ
た
、
ロ
ー
マ
法
王
庁
と
の
決
議
書
（
一
九
七
九
年
一

月
）
が
深
く
介
在
し
て
い
る
。
確
か
に
法
案
の
基
本
婆
勢
は
、
憲

法
が
も
く
ろ
ん
だ
と
こ
ろ
と
合
致
し
て
は
い
る
が
、
決
議
書
に
よ

っ
て
、
教
会
婚
を
国
家
が
認
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
現

実
に
教
会
法
規
（
9
ま
量
邑
竃
ざ
o
彗
昌
一
8
）
に
従
っ
て
婚
姻

の
挙
式
を
行
な
う
数
の
比
率
が
犬
き
い
こ
と
が
、
法
案
の
両
義
的

と
も
取
れ
る
文
言
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
点
で
、
決

議
書
は
憲
法
原
則
と
異
な
る
か
ら
憲
法
第
九
五
条
に
従
っ
て
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

改
正
を
な
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
学
説
も
出
て
い
る
程
で
あ
る
。

　
憲
法
第
三
二
条
二
項
お
よ
び
決
議
書
と
の
関
係
で
の
議
論
は
あ

っ
た
も
の
の
、
こ
の
法
案
は
国
民
議
会
で
承
認
さ
れ
、
新
婚
姻
法

第
四
九
条
と
し
て
そ
の
ま
ま
成
立
に
至
っ
た
。
（
な
お
民
事
上
の

η
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形
式
に
よ
る
、
お
よ
ぴ
宗
教
的
形
式
に
よ
る
婚
姻
そ
れ
ぞ
れ
の
登

録
法
等
に
つ
い
て
は
省
略
。
）

　
ω
　
夫
婦
の
関
係

　
夫
婦
相
互
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
、
新
婚
姻
法
は
新
た
に
一
節

を
設
け
、
一
九
七
五
年
法
を
大
き
く
修
正
し
た
。
ま
ず
憲
法
上
の

平
等
条
項
を
受
け
て
、

　
第
六
六
条
　
夫
婦
は
、
権
利
お
よ
ぴ
義
務
に
つ
き
平
等
で
あ
る
。

と
し
た
後
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、

　
第
六
七
条
　
夫
と
妻
は
相
互
に
尊
敬
し
、
助
け
あ
い
、
か
つ
家

　
　
族
の
利
益
の
た
め
に
行
為
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
第
六
八
条
　
夫
婦
は
、
同
居
し
、
互
い
に
貞
節
を
守
り
、
扶
助

　
　
し
合
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
と
定
め
た
。

　
内
容
的
に
は
反
復
で
あ
り
、
こ
の
条
文
に
つ
い
て
モ
ラ
ル
の
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

を
出
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
し
か
し
同
居
の
義
務
に
つ
い
て

は
、
婚
姻
制
度
お
よ
ぴ
家
族
共
同
体
の
、
遣
徳
的
本
質
や
社
会
的

目
的
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
、
夫
婦
の
権
利
義
務
の
基
本

で
あ
り
、
「
夫
婦
の
家
庭
（
ぎ
o
司
腎
8
ξ
目
o
o
巴
）
を
堅
固
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

こ
と
を
嬰
言
し
た
規
定
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
夫
婦
の
居
住
地
に
つ
い
て
は
、
旧
民
法
典
で
は
、
夫
に
居

所
指
定
権
が
あ
り
、
妻
は
原
則
と
し
て
い
か
な
る
場
合
で
も
、
夫

に
従
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
（
旧
第
五
八
条
）
、

一
九
七
五
年
の
改
正
で
、
夫
婦
の
居
所
は
夫
婦
の
協
議
で
決
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

協
議
が
整
わ
な
い
場
合
に
裁
判
所
が
介
入
す
る
旨
変
更
さ
れ
た
。

そ
の
間
に
行
な
わ
れ
た
五
八
年
の
改
正
で
の
「
夫
権
」
概
念
の
漸

次
的
消
滅
の
結
果
と
し
て
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
憲
法

の
項
で
．
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
で
は
、
こ
の
七
五

年
法
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
七
〇
条
　
夫
婦
は
、
双
方
の
合
議
に
よ
り
、
夫
婦
の
居
所
を

　
　
決
定
す
る
。
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、

　
　
家
族
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
決
定
す
る
。

　
な
お
こ
の
「
家
族
の
利
益
」
と
い
う
概
念
は
、
前
述
の
第
六
七

条
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
絶
対
的
価
値
で
は
な
く
、
そ
の
家

族
集
団
を
構
成
す
る
者
の
利
益
の
築
合
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え

利
益
が
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
例
え
ぱ
別
屠
、
お
よ
ぴ

離
婚
の
際
の
監
護
権
者
決
定
の
場
合
の
よ
う
に
、
三
人
以
上
の
集

合
体
で
は
、
多
数
の
利
益
あ
る
い
は
当
然
弱
者
と
み
な
さ
れ
る
子

供
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
夫
婦
だ
け

の
間
の
間
題
、
例
え
ぱ
居
所
の
決
定
の
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
に
、

司
法
権
カ
が
介
入
し
た
と
こ
ろ
で
、
連
続
的
に
微
妙
に
利
害
関
係

㎎



（ア9）　スペイン新憲法に見る家族関係条項と婚姻法改正

が
入
り
組
ん
だ
夫
婦
間
の
「
家
族
の
利
益
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

き
る
か
否
か
、
凝
間
視
さ
れ
て
い
る
。

を
決
す
る
こ
と
が
で

　
㈲
親
子
関
係

　
前
節
ま
で
の
婚
姻
関
係
（
ス
ペ
イ
ン
民
法
典
第
四
章
婚
姻
、
民

法
第
四
二
条
乃
至
第
一
〇
七
条
）
の
改
正
と
相
前
後
し
て
、
親
子

関
係
、
親
権
お
よ
ぴ
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
も
、
広
範
な
改
正
が

　
　
　
＾
8
）

な
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
名
実
と
も
に
抜
本
的
改
正
と
い
わ
れ
、

反
響
の
大
き
か
っ
た
も
の
は
親
子
関
係
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
七
八
年
改
正
憲
法
の
第
一
四
条
（
法
の
前
の
平

等
）
と
第
三
九
条
二
項
（
公
権
力
に
よ
る
子
供
の
保
護
と
父
性
調

査
の
保
障
）
に
よ
り
、
古
い
親
子
関
係
規
制
は
修
正
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。

　
新
し
い
親
子
関
係
の
法
理
の
特
徴
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
a
、
婚
姻
中
、
あ
る
い
は
婚
姻
外
と
い
う
、
そ
の
概
念
自
体
の

間
題
性
は
別
と
し
て
、
子
供
に
関
し
て
は
、
婚
姻
中
と
婚
姻
外

（
従
来
の
嫡
出
と
非
摘
出
）
と
の
子
の
取
り
扱
い
を
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
同
じ
く
し
た
点
。
例
え
ぱ
親
子
関
係
の
効
果
、
そ
の
決
定

お
よ
ぴ
証
明
、
親
子
関
係
の
訴
訟
等
。
嫡
出
（
一
晶
ε
一
皇
）
、
非
嫡

出
（
畠
o
竈
豪
昌
四
）
の
用
語
は
い
っ
さ
い
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　
b
、
但
し
、
親
子
関
係
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
制
度
は
、

父
性
の
確
実
性
を
授
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
の
際
に
は
、

婚
姻
内
の
子
の
父
性
の
推
定
は
よ
り
容
易
に
、
か
つ
こ
れ
に
反
論

を
加
え
る
こ
と
は
よ
り
困
難
で
あ
る
の
は
、
理
の
当
然
で
あ
る
、

（
法
案
立
法
理
由
よ
り
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
C
、
婚
姻
外
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
の
改
変
の
著
し
い

部
分
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
特
に
父
（
も
し
く
は
母
）

の
調
査
が
よ
り
自
由
に
な
り
、
ま
た
懐
胎
時
に
親
が
ど
の
よ
う
な

状
態
に
あ
っ
た
か
に
よ
る
区
別
も
、
従
っ
て
差
別
も
無
く
な
っ
た

点
が
め
ざ
ま
し
い
。

　
ω
　
離
婚
法
成
立

　
婚
姻
外
子
差
別
徹
廃
と
並
ぷ
大
改
正
が
離
婚
法
成
立
で
あ
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
直
接
的
誘
因
は
、
憲
法
の
「
信

教
の
自
由
」
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
離
婚
に
つ
い
て
の
議
論

は
憲
法
と
は
別
に
、
以
前
か
ら
提
起
さ
れ
て
は
い
た
。
ま
た
離
婚

の
社
会
挙
的
研
究
も
行
な
わ
れ
、
過
去
の
離
婚
法
が
あ
っ
た
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

三
二
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
離
婚
状
況
や
裁
判
例
を
詳
紬
に
調
べ

た
も
の
も
存
在
す
る
。
し
か
し
よ
り
大
き
な
動
カ
と
な
っ
た
の
は
、

㎎
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＾
珊
）

国
際
私
法
上
の
障
害
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
新
離
婚
法
規
定
に
よ
る
と
、
別
居
講
求
の
申
し
立

て
か
ら
一
年
経
過
す
る
こ
と
が
最
低
条
件
で
一
あ
り
（
「
夫
婦
双
方

ま
た
は
他
方
の
同
意
を
得
て
夫
婦
の
一
方
に
よ
り
、
別
居
の
請
求

の
申
立
が
あ
っ
た
後
、
一
年
以
上
中
断
せ
ず
に
夫
婦
共
同
生
活
の

現
実
の
停
止
が
あ
る
こ
と
。
但
し
、
こ
の
別
居
請
求
は
、
婚
姻
の

挙
式
後
一
年
を
経
過
し
た
後
に
限
る
」
民
法
第
八
六
条
第
一
項
）
、

合
意
に
よ
る
別
居
で
は
、
二
年
以
上
の
現
実
の
別
居
が
離
婚
原
因

と
な
っ
て
い
る
（
「
夫
婦
双
方
が
事
実
上
の
別
居
を
自
由
に
合
意

し
た
後
、
ま
た
は
別
居
判
決
確
定
の
後
、
あ
る
い
は
夫
婦
の
一
方

の
失
践
宣
告
の
後
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
夫

婦
共
同
生
活
の
現
実
の
停
止
が
、
中
断
す
る
こ
と
な
く
二
年
以
上

続
い
た
場
合
」
同
条
第
三
項
の
a
）
。
全
体
と
し
て
は
被
綻
主
義

的
構
成
と
思
え
る
が
、
有
責
配
偶
者
へ
の
制
裁
的
趣
旨
と
読
み
取

れ
る
規
定
も
あ
る
。
例
え
ぱ
、
．
「
離
婚
を
請
求
す
る
者
が
、
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

上
の
別
居
を
始
め
た
と
き
に
他
方
が
別
居
原
因
に
あ
た
る
行
為
を

な
し
て
い
た
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
場
合
に
、
夫
婦
共
同
生
活
の
現

実
の
停
止
が
中
断
す
る
こ
と
な
く
二
年
以
上
続
い
た
と
き
」
（
同

条
第
三
項
の
b
）
、
あ
る
い
は
「
五
年
以
上
の
夫
婦
共
同
生
活
の

現
実
の
停
止
が
あ
る
と
き
は
、
夫
婦
い
ず
れ
か
の
請
求
に
よ
り
」

（
同
条
第
四
項
）
離
婚
原
因
と
な
る
等
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
た

一
方
で
は
離
婚
の
効
果
と
し
て
、
離
婚
に
よ
っ
て
他
方
配
偶
者
の

地
位
と
の
関
係
上
経
済
的
不
均
衡
を
蒙
乃
配
偶
者
は
、
判
決
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
離
婚
扶
養
料
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
訳
で
あ

る
が
、
そ
の
際
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
を
以
下
の
よ
う
に
列
挙
し

て
い
る
。
ω
夫
婦
で
な
さ
れ
た
合
意
。
ω
年
齢
お
よ
ぴ
健
康
状
態
。

㈹
職
業
上
の
資
格
お
よ
び
就
職
の
可
能
性
。
ω
家
族
に
対
す
る
過

去
お
よ
ぴ
将
来
の
貢
献
。
㈲
他
方
配
偶
者
の
職
業
等
の
活
動
に
対

し
て
の
、
労
働
に
よ
る
協
カ
。
㈹
婚
姻
お
よ
ぴ
夫
婦
共
同
生
活
の

期
間
。
㈹
資
産
お
よ
び
経
済
的
環
境
、
な
ら
ぴ
に
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ

の
必
要
度
。
さ
ら
に
扶
養
料
支
払
い
の
実
行
性
が
保
証
さ
れ
て
お

り
（
以
上
民
第
九
七
条
）
、
離
婚
後
に
あ
っ
て
も
双
方
と
も
が
負

担
す
べ
き
子
に
対
す
る
義
務
等
々
と
も
合
わ
せ
、
安
易
な
離
婚
に

対
す
る
防
禦
策
が
構
じ
ら
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
同
年
七
月
七
目
発
効
の
、
婚
姻
に
関
す
る
部
分
の
み
に
つ
い
て

　
　
は
、
邦
訳
あ
り
。
塙
陽
子
「
資
料
・
一
九
八
一
年
ス
ペ
イ
ン
婚
姻
法

　
　
仮
訳
」
（
産
大
法
学
一
六
巻
二
号
三
二
頁
）

　
（
2
）
　
憲
法
第
九
五
条
「
憲
法
に
違
反
す
る
条
項
を
包
む
条
約
の
締
結

　
　
に
は
、
專
前
に
憲
法
改
正
を
必
要
と
す
る
。
」

　
（
3
）
盲
榊
巨
マ
黒
・
豆
3
雪
昌
雲
二
曾
…
目
急
一
二
彗
旨
胆
一

　
　
－
勺
’
H
H
o
o
．
（
向
ρ
岸
．
O
－
く
岸
顯
y
　
H
o
o
0
N
－
］
≦
閏
o
ユ
P
）
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（
4
）
』
象
巨
目
；
勺
と
け
ら
．
一
鼻

（
5
）
　
前
掲
野
田
「
エ
ス
バ
ニ
ァ
婚
姻
法
」
四
一
頁
。

（
6
）
■
｛
宗
S
ω
婁
｝
9
曇
伽
－

（
7
）
言
凧
巨
貝
ξ
〇
一
一
ら
’
豪
‘

（
8
）
　
一
九
八
一
年
五
月
ニ
ニ
日
法
第
一
一
号
。

（
9
）
く
一
彗
蒜
↓
昌
邑
訂
ω
邑
彗
。
一
塁
自
象
ω
8
裏
。
司
ぎ
o
耐

　
－
固
－
胃
尉
勺
昌
o
豊
o
ぎ
箒
－
H
H
旨
自
自
巴
ω
自
窄
而
昌
o
昌
峯
算
彗
ぎ
q
o

　
昌
く
g
庄
9
射
o
ま
蜆
冨
ま
■
o
吹
邑
8
一
〇
目
｝
旨
ユ
｛
昌
忌
昌
一
♪
宅
葛
一

　
H
o
目
o
N
p
や
H
o
少
峯
簑
o
ユ
p

（
1
0
）
言
Φ
ぎ
一
昌
庁
↓
彗
窃
O
壬
叩
二
9
寿
昌
一
ニ
ニ
鶉
・
屯
鶉

　
3
8
自
。
辻
ぎ
α
。
一
早
o
烹
9
o
ま
■
ξ
8
宰
o
峯
印
匡
昌
o
邑
o
｝

　
冒
く
o
罧
｛
9
勾
。
i
蜆
訂
穀
■
晶
一
ω
・
旨
募
．
一
H
o
o
o
g
H
o
自
o
o
o
〇
一
甲
－
呂
一

　
雪
邑
ユ
〇
一

（
1
1
）
　
民
法
第
八
二
条
。
遺
棄
、
不
貞
、
婚
姻
義
務
の
違
反
、
子
に
対

　
す
る
義
務
違
反
、
－
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
精
神
錯
乱
等
々
。

　
　
　
結

　
日
本
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
家
族
法
研
究
は
、
今
と
な
っ
て
は
旧

法
と
な
っ
た
、
一
九
五
七
隼
の
改
正
に
至
る
ま
で
の
婚
姻
法
を
扱

っ
た
野
田
良
之
論
文
（
本
文
に
引
用
）
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以

降
の
ス
ペ
イ
ン
家
族
法
を
紹
介
す
る
も
の
が
無
い
現
状
に
お
い
て
、

本
稿
は
今
後
の
個
別
テ
ー
マ
の
土
台
と
し
て
取
り
組
ん
だ
も
の
で

あ
り
、
筆
者
の
個
人
的
見
解
よ
り
も
、
制
度
の
紹
介
に
カ
点
を
置

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
思
想
的
観
点
か
ら
ス
ペ
イ
ン
法
を
見
た
と
き
、
世
界
的

傾
向
と
し
て
カ
ト
リ
ヅ
ク
離
れ
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
法
王
の
お
ひ

ざ
も
と
の
イ
タ
リ
ァ
で
す
ら
離
婚
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

か
ら
、
も
は
や
婚
姻
制
度
か
ら
宗
教
的
色
合
い
は
払
拭
さ
れ
た
と

す
る
見
解
も
あ
る
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
、
制
度
上
で
す
ら
民
事

婚
に
徹
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
で
、
国
民
の
教
会
婚
に
対
す
る

意
識
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
こ
の
面
で
の
実

証
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。

　
ま
た
か
え
り
み
て
日
本
法
を
考
え
た
と
き
、
「
婚
姻
」
ひ
い
て

は
「
家
族
」
の
定
義
が
揺
れ
動
き
、
「
婚
姻
屈
」
一
枚
に
よ
っ
て

自
分
の
存
在
性
が
左
右
さ
れ
は
し
な
い
と
い
う
意
識
も
表
わ
れ
、

ま
し
て
今
後
女
性
が
経
済
カ
を
強
め
て
い
く
に
従
い
、
夫
婦
間
の

扶
養
の
必
要
性
も
減
り
、
ま
た
非
嫡
出
子
対
策
の
世
界
的
傾
向
の

よ
う
に
差
別
が
無
く
な
る
と
す
れ
ぱ
、
婚
姻
屈
を
出
す
意
味
は
ま

す
ま
す
希
薄
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
「
婚
姻
制
度
」
は
何
を

拠
り
ど
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
か
。
従
来
日
本
法
を
考
え
る
う
え
で
、

比
較
法
研
究
の
意
義
が
さ
程
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ラ
テ
ン
系

諸
国
の
有
り
方
も
、
日
本
法
研
究
に
何
ら
か
の
示
唆
的
様
相
を
呈
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し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
と
も
に
改
正
さ
れ
た
親
権
お
よ
び
夫
婦
財
産
制
に
つ
い

て
は
、
触
れ
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
。
後
日
、
本
稿
で
取
り
上
げ

た
各
テ
ー
マ
の
詳
細
と
と
も
に
報
告
す
ぺ
き
責
務
を
痛
感
す
る
次

第
で
あ
る
。

　
（
修
士
課
程
て
指
導
を
い
た
だ
い
た
島
津
一
郎
教
授
の
退
官
に
際

し
て
の
論
稿
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
拙
い
も
の
で
あ
る
が
、
古
稀
、

米
寿
否
そ
れ
以
上
の
お
祝
い
の
節
ま
で
に
は
、
必
ず
や
お
誉
め
い
た

だ
け
る
も
の
を
と
念
じ
て
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
独
協
犬
学
　
講
師
）
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